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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。
市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。相談業務の案内

今月の注目情報・きらりとちぎ人
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相　　　談 日　時 場所／問合先

○弁護士相談（事前に要予約 )
（弁護士が法的な見解等を助
言 )

9 月 8 日（金）、22 日（金）
10月13 日（金）、27日（金）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

9 月 21 日（木）
10 時～ 12 時

大平隣保館 2 階相談室 /☎(43)6611
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-46-7830

10 月 16 日（月）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

10 月 24 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

9 月 26 日（火）
10 時～ 12 時

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

10 月 19 日（木）
10 時～ 12 時

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○法律相談 ( 事前に要予約 )
※栃木市社会福祉協議会主催

9 月 5 日 ( 火 )、19 日 ( 火 )
9 時～ 12 時

大平地域福祉センター ふるさとふれ
あい館 / 社会福祉協議会大平支所
☎ (43)0294

〇宅地建物相談 ( 事前に要予約 )
( 土地・建物の売買や賃貸借、
所有と管理に関する相談 )

9 月 15 日（金）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9 時～ 17 時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○消費生活相談 ( 商品やサー
ビスなど消費生活全般の相談 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

入舟庁舎 /
消費生活センター☎ (23)8899

○合同相談
( 行政相談・人権相談 )

　※移動県民相談も同時開設

9月12 日（火）※、26日（火）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

9 月 21 日（木）※
10 時～ 12 時

大平総合支所 1 階 相談室 /
大平市民生活課☎ (43)9211

10 月 11 日（水）※
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

10 月 24 日（火）※
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 大会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

9 月 26 日（火）
13 時 30 分～15 時 30 分

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

10 月 19 日（木）
13 時 30 分～15 時 30 分

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○人権相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

大平隣保館☎ (43)6611
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

○いじめ相談電話
月～金曜日 9 時～ 17 時
※土 ･ 日 ･ 祝日 ･ 時間外
は留守番電話 ･FAX

本庁舎 /
青少年育成センター☎ (24)0667
FAX(21)2690

○青少年相談
( 非行問題・不登校など )

月～金曜日
9 時～ 17 時

本庁舎 / 青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX(21)2690

○家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の
子どもとその家族 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

○ドメスティック・バイオレン
ス相談 ( 配偶者等からの暴力 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 /
子育て支援課☎ (21)2229

○障がい児者相談
( 福祉サービスの利用・障がい
を理由とする差別・合理的配
慮及び虐待防止に関する相談 )

月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

本庁舎 /
障がい児者相談支援センター ( 障がい
福祉課内 ) ☎ (21)2235、(21)2236、
(21)2208
FAX(21)2682

○就労支援相談 ( 事前に要予
約 )
(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時
( ※祝日を除く )

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時
( ※祝日を除く )

大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191
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　市内の寺尾地区に I ターンして農業を営む縫村啓子さん
（写真左）と縫村啓美さん（写真右）。今、お二人の作る、
化学的に合成された農薬や肥料を使わない野菜が、市内
の飲食店などから注目を集めています。

農業との出会いは・・・
埼玉県で生まれ、高校までを長野で育った啓子さん。

農業には「自然と」興味がわき、進学先とした農業大学
で加入した無農薬栽培のサークル活動の中で「（無農薬
でも）ものがちゃんと作れるんだ」とわかったことが、
現在につながっています。卒業後は就職しましたが、仕
事で新潟県の米農家の方などとかかわるうちに自分でも
農業をやりたいと思うようになり、3 年前、祖父が一人
で住んでいた寺尾地区に移住しました。

一方、鹿沼市の米農家で生まれ育った啓美さん。農
業大学校で花き栽培を学び、園芸関係の職種に就職をし
ましたが、方向性の違いを感じ、一度は農業を離れてい
ました。その後、観光いちご園への転職をきっかけに、
再び農業を志すようになり、啓子さんとの出会いを機に、
野菜の栽培に取り組むことになりました。

同世代の『美味しい』が励みに
　耕作放棄地だった農地の地質に悩まされるなど、日々
試行錯誤を重ねながらお二人が作る野菜は、なす、きゅ
うり、かぼちゃ、じゃがいもを始め、数十品目にわたり
ます。収穫した野菜は、市内の飲食店との取引のほか、
月１回の対面販売などを行っています。「同じ世代の人
たちが農業や野菜に関心をもって、自分たちの野菜を
買ってくれて『美味しい』って言ってくれるのが、一番
うれしい」と啓子さん。市内や近隣の畜産農家から購入
した牛糞や鶏糞のたい肥などを使用するなど、資源が地
域の中で回っていくようにも心がけています。

自分たちに合った方法で
　「農薬を使った通常の農業を否定するわけではなく、
ただ、自分たちに合った方法がこの方法だった」と二人
は言います。「自然の中で育つ植物と一緒に生きるうえ
で、そういうことをやっていくのが自分たちに合ってい
る」と、あくまで自然体のお二人。
　「むしろ、農薬を使った農業はごく当たり前であって、
自分たちがやっていることはちょっと変わったこと。そ
うしてできたものの味の違いを楽しんでほしい。」と啓
美さん。最後に「虫たち、草たち、自然たちの中で育っ
てできたものを食べて味わってみることも、人生の中で
１回くらいあってもいいのかな、という感じで手に取っ
てもらえれば」と語ってくださいました。


